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さくら市農業委員会総会議事録（令和６年３月定例総会）

１．開催日時 令和６年３月２５日（月）午後１時３０分から午後３時４４分

２．開催場所 さくら市役所 第２庁舎 ２階 第１・２会議室

３．出席委員（１９人）

会長 ２０番 七久保 勉

会長職務代理者 ８番 関 誠

委員 １番 古澤 一郎

２番 手塚 栄一

３番 小菅 和彦

５番 田﨑 次男

６番 片岡 純雄

７番 髙木 るみ子

９番 手塚 智枝子

１０番 神山 智子

１１番 小林 義和

１２番 石塚 良男

１３番 輕部 俊典

１４番 小堀 義明

１５番 小林 薫

１６番 小川 圭一

１７番 大谷 伸二

１８番 手塚 裕一

１９番 軽部 喜一

４．欠席委員（０人）

５．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 議案第１号 非農地証明願について

議案第２号 農地移動適正化あっせん申し出について

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第５号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第７号 農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画に係る意見
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について

議案第８号 令和６年度最適化活動の目標の設定等について

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書について

６．農業委員会事務局職員

事務局長 大竹 宏委

係長 小倉 真理

主査 髙野 洋

主事 大野 まりか

７．会議

事務局

会長

事務局

議長

大竹

七久保

大竹

七久保

定刻になりました。

本日の出席委員は１９名で、欠席はありませんので、定足数に

達しており、総会は成立いたします。

それでは、会長よりごあいさつ並びに開会宣言をお願いいたし

ます。

皆さんこんにちは。３月も月末を迎えまして、桜の開花宣言も

聞かれるようになりました。寒い日、暑い日、風の強い日等、毎日

天気が変わっております。健康に留意して農作業に励んでくださ

い。私も外へ出るのも花粉症だと自分では思っているのですが、

鼻水や鼻づまりで毎日大変な思いで過ごしております。皆さんも

注意してください。本日は案件も大変多いので、慎重審議をお願

いいたします。

それではただ今から、さくら市農業委員会３月定例総会を開催

いたします。

それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定により、

会長に議事の進行をお願いいたします。

それでは、会議に先立ちまして、２月定例総会において承認さ

れました常設審議委員会にかかる第５条の規定による許可１件、

申請者○○につきまして、栃木県農業会議に諮問したところ２月

２７日付けで許可相当の答申を受けました。

許可書については、２月２８日付けで交付しましたのでご報告

いたします。

次に、本日、書類審査及び現地調査を行っておりますので、各調
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１番

議長

１１番

議長

１７番

議長

６番

議長

事務局

古澤

七久保

小林

七久保

大谷

七久保

片岡

七久保

髙野

査会より報告をお願いいたします。

はじめに、第１調査会の委員長からお願いいたします。

本日午前１０時より全員出席のもと書類および現地調査を行い

ました。案件として議案第１号１件、議案第２号１件、議案第３

号２件、議案第４号１件、議案第５号１件、議案第６号６件の合

計１２件であります。詳細につきましては後ほど担当委員より説

明がありますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。

次に、第２調査会委員長の報告を求めます。

本日午前９時３０分より全員出席のもと書類および現地調査を

行いました。案件といたしましては議案第２号１件、議案第６号

３件の合計４件でございます。後ほど担当委員から詳細な説明が

ありますのでご審議のほどよろしくお願いします。

次に、第３調査会委員長の報告を求めます。

本日午前１０時より全員出席のもと書類および現地調査を行い

ました。案件として議案第３号１件であります。詳細につきまし

ては後ほど担当委員より説明がありますのでご審議のほどよろし

くお願いいたします。

次に、第４調査会委員長の報告を求めます。

本日午前９時３０分より全員出席のもと書類および現地調査を

行いました。案件といたしまして議案第３号１０件、議案第５号

１件、議案第６号５件の合計１６件であります。詳細につきまし

ては後ほど担当委員より説明がありますのでご審議のほどよろし

くお願いいたします。

それでは、議事に入る前に、議事録署名人を指名いたします。

２番の手塚栄一委員、３番の小菅和彦委員を指名いたします。

それでは、議事に入ります。

議案第１号「非農地証明願について」を議題に供します。

番号１番について事務局の説明を求めます。

（議案第１号番号１番について、朗読して説明する。）
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議長

１５番

議長

議長

議長

事務局

七久保

小林

七久保

七久保

七久保

小倉

なお、非農地証明事務処理要領の２の（３）の「人為的な転用行

為が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が

容易でないと認められるもの」に該当すると思われますので、非

農地証明書を交付することは問題ないと考えます。

以上です。

担当委員の説明を願います。

案内図１－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

家族が亡くなって○○さんが相続したということで、５０年近

く前からこの申請地が出入り口として使用しており、その出入り

口の南側の田圃も○○さんが相続した田圃です。特に問題はない

と思われます。

１７日に地元推進委員さんと現地調査を行い、本日の調査会で

協議を行った結果、問題ないかと思いますので皆様のご審議をお

願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第１号 番号１番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第１号 番号１番については、原案ど

おり承認されました。

次に、議案第２号「農地移動適正化あっせん申し出について」

を議題に供します。

番号１番について事務局の説明を求めます。

（議案第２号番号１番について、朗読して説明する。）

この土地について、売買及び貸借の相手方をあっせんして欲し

い旨の申出がありましたので、さくら市農地移動適正化あっせん

事業実施規程第１０条の規定に基づき、２名のあっせん委員の選

出についてお諮りします。
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議長

１番

議長

事務局

議長

１１番

議長

事務局

七久保

古澤

七久保

小倉

七久保

小林

七久保

大野

以上です。

あっせん委員の選出ですので、第１調査会の委員長より指名願

います。

あっせん委員といたしまして、１５番 小林薫委員、１８番 手

塚裕一委員を指名します。

それでは、議案第２号 番号１番のあっせん委員は、１５番 小

林薫委員、１８番 手塚裕一委員を指名します。

続きまして、議案第２号 番号２番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第２号番号２番について、朗読して説明する。）

この土地について、栃木県農業振興公社へ売渡しの申請があり

ました。

今後、栃木県農業振興公社に一旦所有権が移りますが、その後、

栃木県農業振興公社より農業委員会に対して買い手のあっせん依

頼がありますので、２名のあっせん委員の選出についてお諮りし

ます。

以上です。

あっせん委員の選出ですので、第２調査会の委員長より指名願

います。

あっせん委員といたしまして、３番 小菅和彦委員、９番 手塚

智枝子委員を指名します。

それでは、議案第２号 番号２番のあっせん委員は、３番 小菅

和彦委員、９番 手塚智枝子委員を指名します。

次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。

番号１番から番号５番の５件については、賃借人が同一の賃借

権設定でありますので、一括審議とさせていただきます。

では、議案第３号 番号１番から番号５番について、事務局の

説明を求めます。

（議案第３号番号１から番号５番について、朗読して説明す
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議長

１３番

議長

６番

議長

７番

七久保

輕部

七久保

片岡

七久保

髙木

る。）

これらの件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要

件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断い

たします。

以上です。

まず、番号１番、番号２番について、担当委員の説明をお願い

いたします。

案内図３－１、３－２をご覧ください。

（申請の場所を説明する）

譲受人は○○を中心にソーラーシェアリング型の営農を行って

います。この後出てくる案件ですが、△△が上にスーラ―パネル

を付けて、下で営農をします。小麦と大豆を作る予定です。

地元の推進委員と３月１６日現地を確認し、本日調査会におき

まして書類審査のうえ現地確認を行いました。

問題ないと思います。

皆様のご審議をお願いいたします。

続きまして、番号３番について、担当委員の説明をお願いいた

します。

案内図３－３をご覧ください。（申請の場所を説明する）

○○が借りて小麦並びに大豆を作って規模拡大する案件です。

賃借権の設定期間は認定農業者なので１０年間受けられます。

後は、先ほどの３－１と３－２と同じです。

続きまして、番号４番、番号５番について、担当委員の説明を

お願いいたします。

案内図３－４、３－５をご覧ください。

（申請の場所を説明する）

数十年耕作されておらず、原野化しているので復旧は大変かと

思いますが、麦と大豆を作付け予定です。周囲に住宅があります

が距離がありますので問題ないと思います。

１７日に地元の推進委員と現地を確認し、本日調査会におきま

して書類審査のうえ現地確認を行いました。

問題ないと思います。
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議長

１４番

事務局

１４番

事務局

議長

議長

事務局

七久保

小堀

髙野

小堀

髙野

七久保

七久保

大野

ご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

賃借権設定の際の、各々の土地に対する賃料の定め方は、何か

基準があるのか、又は一方的に申出人の賃料の設定を追認するの

ですか。

両者の合意のうえ設定しています。今回は、それぞれが全体で

千円となっているようです。それを面積で割るとこの様な数字に

なります。どの案件も千円ずつです。千円は安いですが、この他

に、上物に営農型太陽光発電の契約が別途ありまして、そこで地

上権代が土地の所有者には入ります。その金額と合わせて地権者

は考えていると思います。

標準的な定めはないということですか。

特にございません。

他にございますか。

質問はないようですので、採決に入ります。

議案第３号 番号１番から番号５番について、承認される方の

挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号 番号１番から番号５番につい

て、原案どおり承認されました。

続きまして、議案第３号 番号６番から番号１０番の５件につ

いては、賃借人が同一の区分地上権設定でありますので、一括審

議とさせていただきます。

では、議案第３号 番号６番から番号１０番について、事務局

の説明を求めます。

併せて、議案第６号 番号７番から番号１１番との関連性につ

いても、事務局の説明を求めます。

（議案第３号番号６から番号１０番について、朗読して説明す

る。）
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事務局

議長

１３番

議長

６番

髙野

七久保

輕部

七久保

片岡

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、地

域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたし

ます。

なお、これらの議案に関連する議案第６号番号７番から番号１

１番の概要を説明させていただきます。

まず、議案第６号をご覧ください。議案第６号番号７番から番

号１１番については、当該案件について、転用事業者の○○が行

う営農型太陽光発電設備設置のための一時転用であります。

営農者は、先ほどの議案にありました△△が賃貸借にて営農を

行い、主に有機栽培の小麦と大豆を予定しております。また、△△

は農林水産大臣認定の認定農業者でありますので、一時転用の期

間は１０年間となっております。

本議案はこれらの営農型発電設備設置に伴う区分地上権の設定

となっています。

先ほど追加で説明しましたが、区分地上権のそれぞれの１０ア

ール当たりの対価はバラバラなのですが、６番から８番・１０番

はそれぞれ４万円、９番が４万５千円という設定となっていて、

それを１０アール当たりの対価にするとこの様な金額になりま

す。

以上です。

まず、番号６番、番号７番について、担当委員の説明をお願い

いたします。

案内図３－６、３－７をご覧ください。

（申請の場所を説明する）

枕地から６ｍ空けまして、その中にソーラーパネルを各筆ごと

に造ることになります。足と足の幅は５ｍで高さが３ｍ、これに

よって機械で下では営農ができるということです。

以上です。

続きまして、番号８番について、担当委員の説明をお願いいた

します。

案内図３－８をご覧ください。（申請の場所を説明する）

区分地上権設定ということで、輕部委員の案件と同じです。

以上です。
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議長

７番

議長

議長

議長

事務局

議長

１５番

七久保

髙木

七久保

七久保

七久保

大野

七久保

小林

続きまして、番号９番、番号１０番について、担当委員の説明

をお願いいたします。

案内図３－９、３－１０をご覧ください。

（申請の場所を説明する）

区分地上権設定ということで、輕部委員の案件と同じです。補

足することもありません。

以上です。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号 番号６番から番号１０番について、承認される方

の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号 番号６番から番号１０番につ

いて、原案どおり承認されました。

続きまして、議案第３号 番号１１番について、事務局の説明

を求めます。

（議案第３号番号１１番について、朗読して説明する。）

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、地

域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたし

ます。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１１をご覧ください。（申請の場所を説明する）

案内図の白い部分は宅地として○○さんから譲り受けまして、

周りの赤い部分は土地改良で貼り付けしたような形で畑になって

おり、自家野菜を栽培するための売買です。△△さんは機械はあ

りませんが、３００ｍほどの所に実家があり、農業機械は揃って
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議長

議長

議長

事務局

議長

１２番

七久保

七久保

七久保

大野

七久保

石塚

おり、その機械で栽培するということです。

３月１７日に地元の推進委員と現地を確認し、本日調査会にお

きまして書類審査のうえ現地確認を行いました。

問題ないと判断しております。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号 番号１１番について、承認される方の挙手を求め

ます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号 番号１１番については、原案

どおり承認されました。

続きまして、議案第３号 番号１２番について、事務局の説明

を求めます。

（議案第３号番号１２番について、朗読して説明する。）

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、地

域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたし

ます。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１２をご覧ください。（申請の場所を説明する）

本申請は、譲渡人○○さんが譲受人△△さんに農地を売買する

案件です。譲渡人の○○さんが、同級生の△△さんの父親に農地

売買を相談し、本申請に至りました。譲受人の△△さんは農機具

店を営む傍ら、父親の所有する水田の一般管理等も行っておりま

す。農機具は借りて使用しますので、生産には何ら問題ないと思

われます。

３月１６日に地元の推進委員と現地を確認し、本日の調査会に

おいて書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたしま
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議長

議長

議長

１９番

議長

議長

事務局

議長

１７番

七久保

七久保

七久保

軽部

七久保

七久保

大野

七久保

大谷

す。

以上のような状況でございます。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号 番号１２番について、承認される方の挙手を求め

ます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号 番号１２番については、原案

どおり承認されました。

続きまして、議案第３号 番号１３番を議題に供します。

議案第３号 番号１３番につきましては、当時者であるため退

席いたします。

議案第３号 番号１３番につきましては、農業委員会等に関す

る法律第３１条の規定により、当時者である １９番「軽部喜一

委員」の退席を許可します。

【１９番 軽部 喜一 委員 退席】

それでは、事務局の説明を求めます。

（議案第３号番号１３番について、朗読して説明する。）

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、地

域調和要件等、許可要件を満たしており、許可相当と判断いたし

ます。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１３をご覧ください。（申請の場所を説明する）
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議長

議長

議長

議長

事務局

議長

１８番

七久保

七久保

七久保

七久保

髙野

七久保

手塚

この案件は譲渡人○○さんから譲渡人△△さんへ所有権移転す

る案件です。実際は△△さんが２０年来耕作している土地で、そ

れを売買により土地を取得するものです。

今月の１７日に地元の推進委員と現地を確認し、本日の調査会

において書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたしま

す。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号 番号１３番について、承認される方の挙手を求め

ます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号 番号１３番については、原案

どおり承認されました。

１９番「軽部喜一 委員」の着席を願います。

【１９番 軽部 喜一 委員 着席】

次に、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。

番号１番について、事務局の説明を求めます。

（議案第４号番号１番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約０．２ｈａで、農業

公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判断

し、土地の選定経過書により代替性の確認もとれておりますので、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図４－１をご覧ください。（申請の場所を説明する）
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議長

３番

事務局

議長

七久保

小菅

髙野

七久保

転用行為の必要性ですが、申請人は会社員をしており、当該申

請地の農地を維持・管理していく事に懸念を抱いておりました。

申請地は市街地へのアクセスも良く、生活拠点として最適な場所

であるため申請しました。

土地の選定理由ですが、必要最低限の面積約８５０㎡程度を確

保できること。自己所有地であること。建築基準法の接道条件を

満たすこと。周辺農地に支障がないことです。４箇所の候補地が

ありましたが、今回の申請地を選定しました。

土地利用計画ですが、敷地南側に１棟建物を配置します。７世

帯分の建物となっております。駐車場は１４台分確保します。水

道は公共水道より供給します。汚水は合併処理浄化槽から水路に

に排水します。雨水は雨水浸透桝を設置し敷地内浸透処理としま

す。進入路は、東側の市道からとします。

資金計画に関しましては、本体・造成工事費７,３７０万円、

外構工事費９２０万円、諸経費９１０万円、全体で９,２００万

円となっております。

周辺農地に関しましては、南側に自己所有の畑、西側は墓地に

なっておりまして、入口は別にあります。北側は資材置場で現在

建物を建てております。周辺農地への影響はありません。

３月１６日に、地元の推進委員と現地を確認し、また、本日の

調査会において書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断い

たします。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

案内図の赤い斜線部分が申請地で、その南側のグレーの部分が

元々の農地ですか。仮に、斜線部分を転用した場合に、南側のグ

レーの部分が農地として残るということですか。

南側のグレーの部分と、その南側の赤い点線の部分が農地とし

て残る部分です。

その他質問ございますか。

質問はないようですので、採決に入ります。

議案第４号 番号１番について、承認される方の挙手を求めま

す。
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議長

事務局

議長

８番

議長

議長

議長

七久保

髙野

七久保

関

七久保

七久保

七久保

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第４号 番号１番については、原案ど

おり承認されました。

次に、議案第５号「農地法第５条の規定による許可後の事業計

画変更申請について」を議題に供します。

番号１番について、事務局の説明を求めます。

（議案第５号番号１番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、水管、下水道管又はガス管のうち２種類以上

が埋設されている道路の沿道の区域であって、申請地からおおむ

ね５００ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設

又は公益施設が存する農地でありますので、第３種農地と判断し、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図５－１をご覧ください。（申請の場所を説明する）

本申請は、昭和〇〇年〇月〇〇日付けで農地法第５条の規定に

より許可を受けた土地でございます。当初計画の転用事業者が仕

事の関係等により、住宅の建築ができなくなったため、事業継承

者の△△さんが住宅を建築するものであります。転用事業者を変

更する案件でありますので、特に問題ないかと考えております。

よろしくお願いします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第５号 番号１番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第５号 番号１番については、原案ど

おり承認されました。
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事務局

議長

７番

議長

議長

議長

髙野

七久保

髙木

七久保

七久保

七久保

続きまして、議案第５号 番号２番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第５号番号２番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「農業用施設」であり、申請の内容は許可基準に適合している

ものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図５－２をご覧ください。（申請の場所を説明する）

昨年○○月の総会において転用承認済の土地の事業計画変更申

請です。養豚場へ出入りする専用車両の保管のための駐車場設置

計画で、車庫、物置以外のスペースには砂利を敷く計画でした

が、耐震面の再検討を行ったところ、地盤の強化が必要となった

ため、車庫の西側と南側に擁壁を設置したうえで安定勾配を取る

という計画の変更です。追加費用２２０万円ですが、合計で１,

００６万８,３２０円になるところですが、全て自己資金でまか

ないます。

３月１７日に、地元の推進委員と現地を確認し、また、本日の

調査会において書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断い

たします。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第５号 番号２番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第５号 番号２番については、原案ど

おり承認されました。
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事務局

議長

１８番

髙野

七久保

手塚

次に、議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。

番号１番について、事務局の説明を求めます。

（議案第６号番号１番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」であり、土地の選定

経過書により代替性の確認もとれておりますので、申請の内容は

許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図６－１をご覧ください。（申請の場所を説明する）

転用行為の必要性は、住宅販売に適した地であると確信し、今

回１３区画の事業規模の協力が得られたので計画の実行に至りま

した。

土地の選定理由は、近隣に小・中学校等がありまして、アクセ

スが良いので選定しました。

土地利用計画ですが、東側に区画道路幅員６ｍを設置し、外周

にはコンクリート基礎にて土留を行い、区域界として近隣農地に

被害を及ぼさないようにします。し尿及び生活雑排水は、公共下

水道に放流します。雨水は浸透池にて処理します。給水は市水道

管より受水します。

資金計画は、総額２億２,０１７万円、うち用地費１,０１７万

円、造成費７,０００万円、建築費１億３,０００万円、諸経費

１,０００万円です。

周辺農地への被害防除対策ですが、東側は宅地、西側が道路を

挟んで宅地、南側は宅地と農地、北側に宅地と農地と水路となっ

ております。土砂及び雨水が周辺農地に流出しないように、外周

はＬ型擁壁・化粧ブロック積から工事を始めます。近隣農地につ

いては、日照通風等の影響は少ないと考えられます。

１７日に、地元の推進委員と現地を確認し、また、本日の調査

会において書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたし

ます。

皆様のご審議をお願いいたします。
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議長

９番

事務局

議長

議長

事務局

議長

３番

七久保

手塚

髙野

七久保

七久保

髙野

七久保

小菅

それでは質疑に入ります。

６番、他法令の状況ということで、右端に協議中と書いてあり

ますが、これはどういうことですか。

他法令で、このような関連事項を調整中ということです。もの

によって、進捗状況が違う場合があります。例えば、最後の都市

計画法の開発許可ですね。ここでは準備中で申請されています

が、今のところ農地転用の許可待ちになっていますので、許可が

出れば２９条も許可がでるという状況です。

その他質問等ございますか。

他にないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号１番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号１番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号２番と番号１２番の２件につい

ては、上阿久津台地土地区画整理事業地内の所有権移転でありま

すので、一括審議とさせていただきます。

では、議案第６号 番号２番と番号１２番について、事務局の

説明を求めます。

（議案第６号番号２番、番号１２番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、いずれも土地区画整理事業施行地内であり

ますので第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合して

いるものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

上阿久津台地土地区画整理事業地内でありますので、場所の説

明を省略させていただきます。

両案件とも、○○から△△さん、□□さんが住宅を購入する案

件です。
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議長

議長

議長

七久保

七久保

七久保

両者ともアパートに住んでおり、間取りが狭いためマイホーム

を探していました。

土地の選定理由といたしましては、当地は区画整理事業地内で

あり宅地化が急速に進み、近隣には駅や小学校、大型スーパーへ

のアクセスが容易であることから利便性に富んでいます。当分譲

地は希望エリアであり、希望予算内に収まった事により住宅購入

を決断しました。

土地利用計画としては、木造２階建て住宅１棟、駐車スペース

２台分、給水は、さくら市事業水道管より受水、し尿及び生活雑

排水は公共下水道に放流。雨水は宅地内にて浸透処理します。

周辺に農地はございません。

資金計画ですが、６－２に関しましては、自己資金２００万

円、内５０万円を手付金として支払っております。支出総額は

２,８３０万円に対し、残りの２,６３０万円は住宅ローンを利用

するということです。また、６－１２に関しましては、自己資金

１０万円、内１０万円を手付金として支払っております。支出総

額は２,９６０万円に対し、残りの２,９５０万円は住宅ローンを

利用するということです。

以上のような状況でございます。

２３日に、地元の推進委員と現地を確認し、また、本日の調査

会において書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたし

ます。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号２番と番号１２番について、承認される方の

挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号２番と番号１２番につい

ては、原案どおり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号３番について、事務局の説明を

求めます。
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事務局

議長

１５番

議長

髙野

七久保

小林

七久保

（議案第６号番号３番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するためのも

の」であり、土地の選定経過書により代替性の確認もとれており

ますので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断しま

す。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図６－３をご覧ください。（申請の場所を説明する）

○○川の橋の工事のための一時転用です。

転用行為の必要性といたしまして、△△が工事を受注しまし

て、それにあたり○○川の河川敷の中の工事ということで、出水

期の増水や安全確保の為、工事作業員・資機材等の退避場設置を

求められていますので申請しました。

土地の選定理由は、駐車場及び工事の退避場としての利用であ

るため、工事現場に近く○○川出水時の影響を受けない場所であ

ることが選定理由です。

土地利用計画ですが、利用後の農地への復旧を基本に、厚さ２

２ｍｍの鉄板を敷き詰め、待機ハウス２棟・簡易トイレ２棟・発

電機を設置します。その他、駐車スペース及び退避場として利用

します。工事完了後、農地に復元します。

資金計画は、敷鉄板・待機ハウス・簡易トイレ・オレンジネッ

ト・出入口ゲートはレンタルで総額３３万４千円。土地賃借料６

１万１千円。撤去費用５５万円。合計１４９万５千円です。

周辺農地については、鉄板を敷いて、水は使いませんので、雨

水は地下に浸透させます。

３月１７日に、地元の推進委員と現地を確認し、また、本日の

調査会において書類審査及び現地確認を行い、一時転用で１年間

ですので特に問題ないと判断いたします。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】
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議長

議長

事務局

議長

３番

七久保

七久保

髙野

七久保

小菅

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号３番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号３番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号４番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第６号番号４番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、土地区画整理事業施行地内でありますので

第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているもの

と判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

上阿久津台地土地区画整理事業地内でありますので、場所の説

明を省略させていただきます。

この案件は、○○から△△さんが売買によって土地を取得し、

住宅を建てる案件です。

現在、譲受人は賃貸住宅にて家族３人で居住しています。子育

て等今後の生活を考え、自宅の建築を計画しました。

土地の選定理由は、通勤に３０分ほどで通える場所であるこ

と、子育ての観点から妻の実家が車で３０分圏内であること等の

条件を満たす土地を探し、周辺環境等を検討して当該申請地を選

定しました。

土地利用計画として、一般住宅平屋建、給水は公共上水道より

給水。排水について、汚水は公共下水道へ接続し雨水は敷地内浸

透となっております。

資金計画ですが、建設費・土地取得費・諸費用合わせて６,０

００万円全額融資にて賄います。融資証明書も添付されておりま

す。

周辺農地への被害防除対策ですが、東側は道路ですが、西側は

段差が低くなった所で、現時点では土留になっております。北側



21

議長

議長

議長

事務局

議長

８番

七久保

七久保

七久保

髙野

七久保

関

と南側は分譲地で、周辺農地への影響はありません。

今月の２３日に、地元の推進委員と現地を確認し、また、本日

の調査会において書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断

いたします。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号４番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号４番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号５番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第６号番号５番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、水管、下水道管又はガス管のうち２種類以上

が埋設されている道路の沿道の区域であって、申請地からおおむ

ね５００ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設

又は公益施設が存する農地でありますので、第３種農地と判断し、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図につきましては、先ほどの５－１で説明したとおりです

ので割愛します。

本申請につきましては、譲受人の○○氏が売買により一般住宅

敷地として転用する案件です。

転用行為の必要性ですが、申請人は賃貸住宅で生活をしており

ますが、自己所有の住宅を建て、生活の安定を図りたいと考えて

今回の申請に至りました。
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議長

議長

議長

事務局

七久保

七久保

七久保

髙野

土地の選定理由につきましては、国道・県道にアクセスし易い

位置で、比較的小・中学校に近く、今後子どもが生まれて通学す

る場合に通学し易いこと、上・下水道が引込みされており、住宅

として最適地と考え選定いたしました。

土地利用計画ですが、居宅５３.１４㎡１棟、駐車場３台分を

整備し、取水は上水道より給水、排水は下水道に接続処理、雨水

は敷地内浸透処理する計画です。

資金計画は、総事業費３,５９０万円を金融機関からの融資に

て賄うこととしており、金融機関の融資証明書が添付されており

ます。

周辺農地への影響につきましては、北側・東側・西側は宅地、

南側は水路で、周辺に農地はありません。また、水路との境界に

はフェンス等を設置することとしております。

３月１８日に地元の推進委員と現地を確認し、本日の調査会に

おいて書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたしま

す。

以上のような状況でございます。

ご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号５番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号５番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号６番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第６号番号６番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、水管、下水道管又はガス管のうち２種類以上

が埋設されている道路の沿道の区域であって、申請地からおおむ

ね５００ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設
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議長

１８番

議長

議長

七久保

手塚

七久保

七久保

又は公益施設が存する農地でありますので、第３種農地と判断し、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図６－６をご覧ください。（申請の場所を説明する）

譲受人○○は、さくら市内で土地情報があり、過去の実績もあ

ることから購入に至りました。

土地の選定理由に関しましては、△△地区でほぼ住宅地の真ん

中です。近隣には学校施設等があり、生活には便利な土地です。

土地利用計画ですが、建売住宅２棟分、駐車スペース２台と３

台に分かれており、１１１ページの図のような配置となっており

ます。

資金計画は総額で４,４９２万円、建築費用は３,５１６万円で

す。

周辺農地への被害防除対策ですが、排水については公共下水道

を利用します。隣地との境界にはブロック・フェンス等で仕切り

工事を行い、土砂流出防止対策を行います。案内図の上側に畑が

ありますが、周りが道路ですので影響は無いと考えます。北西が

道路、北東が宅地、南東が畑・宅地、南西が宅地です。雨水排水

は敷地内浸透処理します。建物は建築基準法に準拠し、他への日

照・通風の影響を考慮します。

３月１７日に地元の推進委員と現地を確認し、本日の調査会に

おいて書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたしま

す。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号６番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】
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議長

事務局

議長

１３番

議長

６番

議長

七久保

髙野

七久保

輕部

七久保

片岡

七久保

全員挙手ですので、議案第６号 番号６番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号７番から番号１１番の５件につ

いては、賃借人が同一の一時転用でありますので、一括審議とさ

せていただきます。

では、議案第６号 番号７番から番号１１番について、事務局

の説明を求めます。

（議案第６号番号７から番号１１番について、朗読して説明す

る。）

なお、いずれも農地区分は、番号７番、８番、９番については農

用地、番号１０番、１１番については農地の集団的広がりが１０

ｈａ以上の農地の区域内にありますので第１種農地と判断します

が、営農型太陽光発電設備の一時転用であり、土地の選定経過書

により代替性の確認もとれておりますので、申請の内容は許可基

準に適合しているものと判断します。

以上です。

まず、番号７番、番号８番について、担当委員の説明をお願い

いたします。

場所につきましては、先ほどの３－１・３－２と同じでありま

すので説明を省略させていただきます。

地上権の一時転用ということで、ソーラーパネルを乗せるヤグ

ラの足の部分の転用です。

よろしくお願いします。

続きまして、番号９番について、担当委員の説明をお願いいた

します。

場所につきましては、先ほどと一緒なので省略させていただき

ます。

同じくソーラーパネルを乗せるヤグラの足の部分の転用です。

本体は３０ｍ×４５ｍで、１,３５０㎡の所にソーラーパネルが

つきます。

よろしくお願いします。

続きまして、番号１０番、番号１１番について、担当委員の説
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７番

議長

１１番

事務局

１４番

事務局

１４番

事務局

５番

髙木

七久保

小林

髙野

小堀

髙野

小堀

髙野

田﨑

明をお願いいたします。

場所につきましては、先ほどと一緒なので省略させていただき

ます。

先ほどの輕部委員、片岡委員の説明と一緒で、補足することは

ございません。

よろしくお願いします。

それでは質疑に入ります。

特に問題は無いと思われますが、何年位までが一時転用の期日

なのですか。

一時転用については、概ね１０年が目安です。上限ですね。た

だ、通常の一時転用は、こういった特殊な事情がない限り３年を

限度としています。

この足の部分は、地上権設定ではなく区分地上権の設定という

ことですか。

申請としては区分地上権ということで、太陽光発電は出てくる

ようです。

上の部分であれば、空間の区分であると思いますが、足の部分

を区分するというのは、どこと区分するということなのですか。

権利の設定としては地上権で、それはソーラーパネルのほう

で、転用はあくまで足の部分なので、足の面積だけが一時転用と

いうことです。権利の設定としては、パネルのほうが設定される

ということで、区分地上権は先ほどの３条のほうの事を指してお

ります。ここでは、権利設定移転の原因が区分地上権となってい

ますが、ここで権利が設定されるわけではなく、先ほどの３条の

ほうの内容になります。ここでは一時転用の許可の議案というこ

とです。

この案件については、さくら市以外の他市町でも同じ案件が見

受けられますが、同じ内容で農業委員会としては許可を出してい

るということですか。
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事務局

５番

議長

議長

事務局

議長

１５番

髙野

田﨑

七久保

七久保

髙野

七久保

小林

そうです。全国的に転用の許可の仕方としては、足の部分が一

時転用で、そこの権利の設定については区分地上権というふうに

記載がされております。ただ、この区分地上権については、あく

まで上のパネルについての権利の設定で行われております。

各市町で異なっていてはおかしいと思いますが、県下や全国的

に統一されているのであれば問題ないと思います。

他に質問はございますか。

ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号７番から番号１１番について、承認される方

の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号７番から番号１１番につ

いて、原案どおり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号１３番について、事務局の説明

を求めます。

（議案第６号番号１３番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」であり、土地の選定

経過書により代替性の確認もとれておりますので、申請の内容は

許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図６－１３をご覧ください。（申請の場所を説明する）

転用行為の必要性ですが、〇〇さんは市内のアパート妻と二人

で暮らしておりますが、現在妻が妊娠しており子どもが生まれる

と現在のアパートでは手狭になるということで、自己所有住宅の

建築を計画しました。

土地の選定理由は、祖父が所有する土地が実家の近くにあると

いうことで選定しました。
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議長

議長

議長

事務局

七久保

七久保

七久保

髙野

土地利用計画ですが、木造平屋建て１棟、建築面積１２０.

４８㎡、駐車場は夫婦２台分、回転スペース８０㎡、物置、合

併浄化槽、庭、合計で４９９.４９㎡です。進入路は東側市道か

ら進入。取水排水につきましては、市上水道より取水し、合併浄

化槽処理後、土地改良管理側溝へ放流します。雨水は自然浸透処

理します。

資金計画は、自己資金５００万円、借入金２,５００万円、合

計３,０００万円。必要経費として建築その他工事費３,０００万

円です。

周辺農地への被害防除対策については、東側・北側は道路、西

側・南側は宅地であり、影響はありません。北側に残した農地に

ついても日照・通風の影響は特にございません。

３月１７日に地元の推進委員と現地を確認し、本日の調査会に

おいて書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたしま

す。

皆様のご審議をお願いいたします。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号１３番について、承認される方の挙手を求め

ます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号１３番については、原案

どおり承認されました。

続きまして、議案第６号 番号１４番について、事務局の説明

を求めます。

（議案第６号番号１４番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は、水管、下水道管又はガス管のうち２種類以上

が埋設されている道路の沿道の区域であって、申請地からおおむ

ね５００ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設

又は公益施設が存する農地である第３種農地と農地の集団的広が

りが１０ｈａ以上の農地の区域内にある第１種農地が含まれます
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議長

８番

七久保

関

が、第１種農地の不許可の例外「隣接する土地と一体として同一

の事業の目的に供するために行うものであって、かつ、事業の目

的に供する土地の面積に占める第１種農地の面積の割合が３分の

1を超えないもの」でありますので、申請の内容は許可基準に適合

しているものと判断します。

以上です。

担当委員の説明をお願いいたします。

案内図６－１４をご覧ください。（申請の場所を説明する）

本申請につきましては、譲受人○○が売買により建売住宅敷地

として転用する案件です。

申請者の△△は、□□市に本店を置き、県内において建築・不

動産業を展開しています。

転用行為の必要性と土地の選定理由ですが、申請地は宅地開発

が広く行われた地区にあり、通勤・消費等生活の利便性が高く、

加えて小学校の東に位置し、県道に近接するものの、周囲を交通

量の少ない道路に囲まれているため、通学の安全性が高く、就学

児童を持つ世帯にとって最良な場所と判断したため今回の申請に

至りました。

土地利用計画ですが、建売住宅Ａタイプ６棟、Ｂタイプ４棟、

各棟に駐車スペース２台分確保します。給水は公共上水道、排水

は公共下水道を使用し、雨水は開発道路内側溝にて集水し、雨水

浸透池に放流します。

資金計画は、総事業費２億２,０６０万円で全額自己資金で賄

います。

周辺農地への被害防除対策は、東側は道路、西側は田、南側は

宅地・水路・道路、北側は水路・道路となっております。建物は

西側農地から約１.５ｍ離して建築し、また、建物の間隔を十分

に開けて配置することにより日照・通風等、農地への影響を最小

限に抑えます。また、周辺土地との境界にはＬ型擁壁及び宅地境

界壁を敷設し土砂・雨水の流出を防ぎます。

３月１８日に地元の推進委員と現地を確認し、本日の調査会に

おいて書類審査及び現地確認を行い、問題ないと判断いたしま

す。

以上のような状況でございます。

皆様のご審議をお願いいたします。
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議長

議長

議長

議長

議長

７番

議長

七久保

七久保

七久保

七久保

関

髙木

関

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第６号 番号１４番について、承認される方の挙手を求め

ます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第６号 番号１４番については、原案

どおり承認されました。

ここで暫時休憩とします。

（午後３時２３分から午後３時３５分の間、暫時休憩）

それでは会議を再開します。

次に、議案第７号「農用地利用集積計画の決定及び農用地利用

配分計画に係る意見について」を議題に供します。

議案第７号につきましては、私が当事者でありますので退席さ

せていただき、議事の進行を職務代理にお願いします。

議長からの指名により、議長に代わり議事の進行を行います。

それでは、改めまして、議案第７号「農用地利用集積計画の決

定及び農用地利用配分計画に係る意見について」を議題に供しま

す。

議案第７号につきましては、当時者であるため退席いたしま

す。

議案第７号につきましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、当時者である ７番「髙木るみ子 委員」、２０

番「七久保勉 委員」の退席を許可します。

【 ７番 髙木 るみ子 委員 退席】

【２０番 七久保 勉 委員 退席】
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事務局

議長

議長

議長

議長

議長

関

大野

関

関

関

関

七久保

それでは、事務局の説明を求めます。

この議案は、改正前の農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の

規程に基づき市が定める農用地利用集積計画、及び農地中間管理

事業の推進に関する法律第19条第3項の規定に基づき市が意見を

求める農用地利用配分計画となります。

令和５年度 第１２号 公告予定年月日は令和６年３月２９日

です。

計画の内容といたしましては、利用権設定が新規設定が２２件、

再設定４２件、農地中間管理権取得が２件です。

なお、詳細については、別紙の農用地利用集積計画書のとおり

です。

以上です。

それでは質疑に入ります。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第７号について承認される方の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第７号については、原案どおり承認さ

れました。

７番「髙木るみ子 委員」、２０番「七久保勉 委員」の着席を

願います。

【 ７番 髙木 るみ子 委員 着席】

【２０番 七久保 勉 委員 着席】

ここで議長を会長に代わります。

次に、議案第８号「令和６年度最適化活動の目標の設定等につ

いて」を議題に供します。

事務局の説明を求めます。
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事務局 小倉 平成28年４月１日施行の農業委員会等に関する法律一部改正に

より、農業委員会は、農業委員会の農地等の利用の最適化推進状

況その他事務の実施状況について、インターネットの利用その他

適切な方法により公表しなければならないこととされました。

本案は、改正農業委員会法第 37条の規定に基づき農業委員会事

務の情報を公表するにあたり、令和６年度最適化活動の目標の設

定等（案）を作成したので、農業委員会において承認を求めるもの

であります。なお、令和４年度に制度が変更され、目標について

は、3月末までに定めなければならないこととなりました。

それでは、「議案第８号 令和６年度最適化活動の目標の設定等

について」を御説明申し上げます。別冊資料を御覧ください。

はじめに、１ページ目の「Ⅰ 農業委員会の状況」については、

令和６年４月１日現在のさくら市の農業の概要、農業委員会の体

制について記載しています。

「Ⅱ最適化活動の目標」では、国からの通知により、農業委員会

は、最適化活動における成果目標として３つ、活動目標として３

つの項目について制定することとされました。

最初に成果目標についてです。1つ目としては、農地の集積に関

すること、2つ目は、遊休農地の解消、3つ目として新規参入の促

進です。

まず、（1）農地の集積にあるとおり令和５年度の集積率は

59.0％で、３月現在管内の農地面積は 5250ｈa ですので、段階的

な目標として、今年度の担い手への集積率を 66.6％とし、目標の

集積面積を 3497.1ha と設定しました。活動計画として、市農政課

と連携し、広報誌等により機構集積協力金の概要などについて周

知することを予定する一方で、あっせんの申出があった場合は、

速やかに担当農業委員を指名し、耕作者発掘に努めます。

次に（2）遊休農地の解消目標として、令和 3年度を基準とする

こととされており、農地パトロールの結果は緑区分 3.8ha、解消目

標は 0.8ha と設定しております。

続いて（3）新規参入の促進ですが、権利移動面積の過去 3年の

面積の平均を取り、その 1割以上を記入することとされているた

め、26.0ha と設定しました。

続きまして、活動目標についてです。

活動目標の設定は、１つ目は推進委員等が最適化活動を行う日

数、2つ目は、活動強化月間の設定、３つ目は新規参入相談会への

参加の３つとなっております。

２最適化活動の活動目標（1）推進委員等が最適化活動を行う日
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議長

議長

議長

七久保

七久保

七久保

数目標として、令和６年度もそれぞれ月に 6日と設定し、（2）活

動強化月間は 3 か月以上記載することとされているため７月～9

月遊休農地の解消に努め、10月農地の集積として、出して・受け

ての意向の把握に努めるという目標を設定しました。

（3）新規参入相談会への参加目標ですが、栃木県や農業会議等が

開催する相談会へ参加することとし、目標設定は、開催場所を宇

都宮市として、内容は新規就農を検討している方へのさくら市内

での農業に関する情報提供、相談としました。

説明については以上でございますが、本（案）については、農業

委員会総会において承認後、県を通じて国に報告されることなり

ますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

それでは質疑に入ります。

何か質問等ございますか。

質問等ないようですので、採決に入ります。

議案第８号について承認される方の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第８号については、原案どおり承認さ

れました。

次に、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」番号１番から番号４番、

報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出書につ

いて」番号１番から番号３番はお目通しを願います。

本日の議題はすべて終了しました。

以上を持ちまして、さくら市農業委員会３月定例総会を閉会い

たします。

（午後３時４４分）


